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第２ 地方公務員災害補償の内容 

 

１ 補  償 

⑴ 補償の種類 

基金により行われる補償の種類及びその内容の概略は次表のとおりです。 

なお、船員法第１条に規定する船員である職員については、予後補償及び行方不明補償等の特

例が設けられています（法第 46 条の２、令第３条～第８条）。 

 

補償の種類 補 償 事 由 補 償 内 容 根拠規定 

１ 療 養 補 償 公務又は通勤により負傷

し、又は疾病にかかった場

合 

必要な療養を行い、又は必要な療養の

費用を支給します。療養の範囲は次の

とおりです（療養上相当と認められる

ものに限る。）。 

⑴ 診 察 

⑵ 薬剤又は治療材料の支給 

⑶ 処置、手術その他の治療 

⑷ 居宅における療養上の管理及び

その療養に伴う世話その他の看護 

⑸ 病院又は診療所への入院及びそ

の療養に伴う世話その他の看護 

⑹ 移 送 

法第 26 条 

法第 27 条 

２ 休 業 補 償 公務又は通勤により負傷

し、又は疾病にかかり療養

のため勤務できない場合

で、給与を受けないとき 

１日につき平均給与額の 60％に相当

する金額を支給します。ただし、傷病

補償年金を受ける者又は刑事施設等

に拘禁若しくは収容されている者に

は行われません。 

法第 28 条 

法第 28 条

の２第３項 

３ 傷病補償年 

  金 

公務又は通勤により負傷

し、又は疾病にかかり、療養

の開始後１年６か月を経過

しても治らず、その障害の

程度が規則別表第２に定め

る傷病等級に該当する場合 

第１級から第３級までの障害の状態

に応じ、年金を支給します。 

法第 28 条

の２ 

４ 障 害 補 償 公務又は通勤により負傷

し、又は疾病にかかり、治っ

たとき規則別表第３に定め

る程度の障害が残った場合 

障害の程度により、第１級から第７級

までは年金を、第８級から第 14 級ま

では一時金を支給します。 

法第 29 条 

５ 介 護 補 償 傷病補償年金又は障害補償

年金の受給権者で、規則別

表第４に定める程度の障害

を有し、常時又は随時介護

を受けている場合 

常時又は随時介護を受ける場合に、通

常要する費用を考慮して総務大臣が

定める金額を、当該介護を受けている

期間（病院等に入院している間又は障

害者支援施設等に入所している間を

除く。）支給します。 

法第 30 条

の２ 
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補償の種類 補 償 事 由 補 償 内 容 根拠規定 

６ 遺 族 補 償 公務又は通勤により死亡し

た場合 

⑴ 遺族補償年金 

  配偶者、子、父母、孫、祖父母及

び兄弟姉妹（ただし、妻以外の者に

あっては18歳に達する日以後の最

初の３月31日までの間にあるもの

又は 60 歳以上のもの（一定の障害

の状態にあるものを除く。））で、職

員の死亡の当時、その収入によっ

て生計を維持していたものに対

し、年金を支給します。 

⑵ 遺族補償一時金 

ア ⑴に掲げる要件に該当しない

配偶者、子、父母、孫、祖父母又

は兄弟姉妹等に対し、一時金を支

給します。 

イ 遺族補償年金の受給権者の受

給権が消滅し、他に同年金を受け

ることができる者がいないとき

は、アの場合に支給される一時金

の額をまず算定し、その額から、

既に支給した年金及び前払一時

金の額の合計額を控除して残額

があれば、これを一時金として上

記アの者に支給します。 

法第 31 条

～第 39 条 

法附則第

７条 

法附則第７

条の２ 

令附則第２

条 

７ 葬 祭 補 償 公務又は通勤により死亡し

た場合 

遺族等であって社会通念上葬祭を行

うとみられる者（現実に葬祭を行った

者があるときは、その者）に対し、

315,000 円に平均給与額の 30 日分に

相当する金額を加えた金額（この額が

平均給与額の 60 日分に相当する金額

に満たないときは、平均給与額の 60

日分に相当する金額）を支給します。 

法第 42 条 

令第２条の

２ 

令附則第１

条の２ 

８ 障害補償年

金差額一時金 

障害補償年金の受給権者が

死亡した場合 

障害補償年金の受給権者が死亡した

場合において、既に支給した年金及び

前払一時金の額の合計額が一定の額

に満たないときはその遺族に対し、そ

の差額を支給します。 

法附則第５

条の２ 

規則附則第

４条 

９ 障害補償年

金前払一時金 

障害補償年金の受給権者が

申し出た場合 

障害補償年金の受給権者が申し出た

ときは、以後その者が受けることがで

きる年金の一部を前払一時金として

支給します。 

法附則第５

条の３ 

規則附則第

４条の２～ 

第４条の４ 

10 遺族補償年

金前払一時金 

遺族補償年金の受給権者が

申し出た場合 

遺族補償年金の受給権者が申し出た

ときは、以後その者が受けることがで

きる年金の一部を前払一時金として

支給します。 

法附則第６

条 

規則附則第

４条の５～ 

第４条の８ 
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⑵ 福祉事業の種類 

基金は、公務災害又は通勤災害を受けた職員及びその遺族の福祉に関して必要な事業をするよ

う努めなければならないものとされています（法第 47 条、規則第 38 条）。 

福祉事業は、金銭給付をもって定型的に行われる補償のみによっては、必ずしも十分に被災職

員及びその遺族の生活の安定、福祉の維持向上を図り得ない面があると考えられるため講ぜられ

る施策ないし措置です。 

基金により行われる福祉事業の種類及び内容の概略は次のとおりです。 

 

福 祉 事 業 の 種 類 福 祉 事 業 の 内 容 根拠規定 

１ 外科後処置 規則別表第３に定める程度の障害が存する者のうち、

義肢装着のための断端部の再手術等の処置が必要で

あると認められる者等に対して診察、薬剤又は治療材

料の支給等の外科後処置を行います。 

業務規程第

27 条 

２ 補装具の支給 規則別表第３に定める程度の障害が存する者に対し、

義肢、義眼、補聴器、車椅子等の補装具の支給を行い

ます。 

業務規程第

27 条の２ 

３ リハビリテーション 規則別表第３に定める程度の障害が存する者のうち、

社会復帰のために身体的機能の回復等の措置が必要

であると認められる者に対し、機能訓練等のリハビリ

テーションを行います。 

業務規程第

27 条の３ 

４ アフターケア 傷病が治ゆした者のうち、外傷による脳の器質的損傷

等一定の障害を有する者で規則別表３に定める程度

の障害を有する者等に対し、円滑な社会生活を営むた

めに必要な一定範囲の処置等を行います。 

業務規程第

27 条の４ 

５ 休業援護金 休業による給与減等を補うことを目的として休業補

償を受ける者等に対し、休業援護金を支給します。 

業務規程第

28 条 

６ 在宅介護を行う介護人の

派遣（ホームヘルパー派遣

事業） 

傷病補償年金の受給権者又は障害等級第３級以上の

障害補償年金の受給権者のうち、居宅において介護を

要する者に対し、基金の指定する事業者において介護

人を派遣し、又は介護等の供与に必要な費用を支給し

ます。 

業務規程第

28 条の３ 

７ 奨学援護金 遺族補償年金の受給権者等であって学校等に在学す

る者等の学資の支弁を援護する目的で奨学援護金を

支給します。 

業務規程第

29 条 

８ 就労保育援護金 就業している遺族補償年金の受給権者等であって未

就学である者の保育に係る費用を援護する目的で就

学保育援護金を支給します。 

業務規程第

29 条の２ 

９ 傷病特別支給金 傷病補償年金の受給権者に対し、見舞金の趣旨で傷病

等級の区分に応じて傷病特別支給金を支給します。 

業務規程第

29 条の５ 

10 障害特別支給金 障害補償の受給権者に対し、見舞金の趣旨で障害等級

の区分に応じて障害特別支給金を支給します。 

業務規程第

29 条の６ 

11 遺族特別支給金 遺族補償の受給権者に対し、弔慰・見舞金の趣旨で受

給権者の区分に応じて遺族特別支給金を支給します。 

業務規程第

29 条の７ 

12 障害特別援護金 障害補償の受給権者に対し、生活を援護する趣旨で障

害等級の区分に応じて障害特別援護金を支給します。 

業務規程第

29 条の８ 
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福 祉 事 業 の 種 類 福 祉 事 業 の 内 容 根拠規定 

13 遺族特別援護金 遺族補償の受給権者に対し、生活を援護する趣旨で受

給権者の区分等に応じて遺族特別援護金を支給しま

す。 

業務規程第

29 条の９ 

14 傷病特別給付金 傷病補償年金の受給権者に対し、期末手当等の特別給

を給付内容に反映させる趣旨で傷病特別給付金を年

金として支給します。 

業務規程第

29 条の 10 

15 障害特別給付金 障害補償年金の受給権者に対しては年金として、障害

補償一時金の受給権者に対しては一時金として、障害

特別給付金を支給します(趣旨は傷病特別給付金に同

じ。)。 

業務規程第

29 条の 11 

16 遺族特別給付金 遺族補償年金の受給権者に対しては年金として、遺族

補償一時金の受給権者に対しては一時金として、遺族

特別給付金を支給します(趣旨は傷病特別給付金に同

じ。)。 

業務規程第

29 条の 13 

17 障害差額特別給付金 障害補償年金差額一時金を受けることとなった者等

に対し、一時金として障害差額特別給付金を支給しま

す。 

 

業務規程第

29 条の 14 

18 長期家族介護者援護金 傷病補償年金又は障害補償年金の受給権者(せき髄そ

の他神経系統の機能若しくは精神又は胸腹部臓器の

著しい障害により、常に介護を要する者に限る。)が当

該年金を支給すべき事由が生じた日の翌日から起算

して10年を経過した日以後に死亡した場合(その死亡

が公務上の災害又は通勤による災害と認められる場

合を除く。)に、一定の要件を満たす遺族に対し、一時

金として 100 万円を支給します。 

業務規程第

29 条の 19 

公

務

災

害

防

止

事

業 

19 公務上の災害の防

止に関する活動を行

う団体に対する援助

に関する事業 

公務上の災害を防止するために必要な調査、研究、普

及その他の活動を行う団体に対して、必要な情報の提

供その他の援助を行います。 

業務規程第

29 条の 20 

20 公務上の災害を防

止する対策の調査研

究に関する事業 

公務上の災害に関する情報の収集、公務上の災害の発

生状況、発生原因等の調査及び分析並びに公務上の災

害を防止する対策の研究及び策定を行います。 

業務規程第

29 条の 21 

21 公務上の災害を防

止する対策の普及及

び推進に関する事業 

地方公共団体等に対して、「公務上の災害を防止する

対策の調査研究に関する事業」による調査研究の成果

の普及を行うとともに、公務上の災害を防止する対策

を推進します。 

業務規程第

29 条の 22 
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２ 補償を受ける手続 

⑴ 特  色 

基金は、補償の事由が生じたときは、被災職員若しくは遺族又は葬祭を行う者(以下「被災職員

等」という。)に対して補償を行う義務を負っています(法第 24 条第１項)。 

補償の実施に当たって、傷病補償年金を除く各種補償(法第 25 条第１項)は、当該被災職員等の

請求に基づいて行われる「請求主義」がとられています(法第 25 条第２項)。これは、基金が直接

被災職員等と雇用関係を有せず、当該職員について補償事由が生じたことを最初から直接知り得

る立場にないことから、被災職員等からの請求を待って初めて公務(通勤)災害の認定を行い、補

償を行うというものです。 

認定とは、災害が公務(通勤)災害によって生じたものであるか否かを判断する行為です。公務

(通勤)災害は、災害が公務(通勤)によって生じたものであり、かつ公務(通勤)とその負傷(疾病)

との間に相当因果関係があることが要件とされ、認定はすべての補償の基本となるものです。 

⑵ 認定手続 

ア 被災職員等は、記載事項について所属長の証明を受け、任命権者を経由して、支部長に対し当

該負傷又は疾病が公務災害又は通勤災害であるとの認定を求める請求を行います(規則第 30 条

第１項、第２項、業務規程第７条)。 

イ 任命権者は、提出されたこれらの請求書の記載内容を点検し、その職務上知り得た事実等か

ら、当該災害の認定に関しての意見を付し、支部長に送付します(法第 45 条第２項、業務規程

第７条)。 

ウ 支部長は、認定請求について内容を審査の上、当該災害が公務又は通勤により生じたものか

否かを速やかに認定し、その結果を書面をもって被災職員等及び任命権者に通知します(法第 45

条第１項、規則第 30 条第３項、業務規程第８条)。 

⑶ 補償手続 

被災職員等は、公務(通勤)災害であるとの認定を受けたら、直ちに所定の様式によって補償(傷

病補償年金を除く。)の請求を行います。詳細は、P.109～177「第３章 第１節 療養補償及び第２

節 休業補償」を参照してください。 
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補償手続の流れを図示すると次のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑷ 標準処理期間 

行政手続法(平成５年法律第 88 号)第６条に基づき地方公務員災害補償の実施について、次ペー

ジのとおり標準処理期間が定められています。これによると任命権者における標準処理期間は「負

傷」の場合１か月、「疾病」の場合は２か月とされていますので、事務担当者は、遺漏のないよう

迅速かつ的確に処理することが必要です。 

 

認定 災害発生 補償 

被 災 職 員 等 

⑴公務災害・通勤災害

の認定請求 

⑵災害発生に関する証

明等 

所 属 長 

任  命  権  者 

⑶意見添付 

⑸認定通知 

⑷認定 

基金本部 

内部協議 

基金支部 

認定・補償の実施に関する権限の委任 

②補償の決定 

③補償の決定通知 

④補償の支給 

①補償の請求 

(傷病補償年金を除く。) 

(傷病補償年金を含む。) 

(注１) 

(注２) 

（注１）福祉事業については「福祉事業の申請」となります。 

（注２）療養補償の請求手続及び書類の流れについては P.119～120 を参照してくだ

さい。 
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標準処理期間一覧 

(単位：月) 

補償の種類 決   定   内   容 

任命権者に 

おける標準 

処理期間 

基金におけ 

る標準処理 

期間 

全体の標準 

処理期間 

療 養 補 償 
及び 

休 業 補 償 

当初の支給(不支給)決定(負傷) １ １ ２ 

当初の支給(不支給)決定(負傷に起因

する疾病等) 
２ ４ ６ 

当初の支給(不支給)決定(精神疾病) ２ ６ ８ 

２回目以降の支給(不支給)決定   １ 

障 害 補 償 支給(不支給)決定   ４ 

介 護 補 償 
当初の支給(不支給)決定   ４ 

２回目以降の支給(不支給)決定   １ 

遺 族 補 償 
及び 

葬 祭 補 償 

支給(不支給)決定(負傷による死亡) ２ ２ ４ 

支給(不支給)決定(負傷に起因する疾

病等と相当因果関係をもって生じた

死亡) 

２ ４ ６ 

支給(不支給)決定(精神疾病と相当因

果関係をもって生じた死亡) 
２ ６ ８ 

(注) １ この表において、「負傷に起因する疾病等｣とは、規則第１条の３各号及び別表第１第１

号から第８号までに規定する疾病をいい、「精神疾病｣とは、同表第９号に規定する疾病を

いいます。 

２ 療養補償及び休業補償の｢当初の支給(不支給)決定｣の標準処理期間には、公務上の災害

(通勤による災害を含む。以下同じ。)であるかどうかの認定に要する期間も含まれます。 

３ 療養補償及び休業補償について、公務上の災害の認定後に当初の支給請求がなされた場

合には、当該請求の支給(不支給)決定に要する標準処理期間は｢２回目以降の支給(不支給)

決定｣の標準処理期間によります。 

４ 障害補償の｢支給(不支給)決定｣の標準処理期間には、等級決定に要する期間も含まれます。 

５ 介護補償の｢支給(不支給)決定｣の標準処理期間には、介護を要する状態の区分の決定に

要する期間も含まれます。 

６ 遺族補償及び葬祭補償の｢支給(不支給)決定｣の標準処理期間には、公務上の災害である

かどうかの認定及び遺族の決定に要する期間も含まれます。 

７ ｢任命権者における標準処理期間｣とは、窓口において請求を受理してから支部に到達す

るまでの期間をいうものです。 

８ ｢基金における標準処理期間」とは、任命権者から請求が到達してから支給する日又は不

支給決定を通知した日までの期間をいうものです。 

 

 ※１ 公務災害又は通勤災害の認定請求の決定に関する期間です。 

※２ 療養補償又は休業補償の補償請求の決定に関する期間です。 

 

 

※１ 

 

※２ 
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 ⑸ 補償の流れ 

補 償 の 
 
  

障害補償年金差額一時金【 193 頁】 

長期家族介護者援護金 【 265 頁】 

奨学援護金      【 266 頁】 

就労保育援護金    【 268 頁】 

療養しているとき 

給与を受けないとき 

死亡したとき 

第三者加害のとき 

災害が発生したとき 

公務災害認定請求【  25 頁】 

通勤災害認定請求【  60 頁】 
休業補償    【 150 頁】 

休業援護金   【 155 頁】 

療養補償    【 109 頁】 

遺族補償(年金・一時金) 【 208,212 頁】 

葬祭補償          【 234 頁】 

遺族特別支給金       【 214 頁】 

遺族特別援護金       【 214 頁】 

遺族特別給付金       【 214 頁】 

（遺族補償年金前払一時金） 【 216 頁】 

第三者加害事案【 305 頁】 
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流 れ 

傷病補償年金     【 178 頁】 

傷病特別支給金    【 180 頁】 

傷病特別給付金    【 180 頁】 

 

介護補償       【 203 頁】 

補装具        【 246 頁】 

在宅介護を行う介護人の派遣 

           【 264 頁】 

奨学援護金      【 266 頁】 

就労保育援護金    【 268 頁】 

 

傷病が治ゆしたとき 

一定の障害が残ったとき 
療養を開始してから 

1 年 6 か月を経過したとき 

療養の現状等に関する報告【 117 頁】 

治ゆの報告【 118 頁】 

障害補償       【 185 頁】 

 年 金 障害等級第１級から第７級 

 一時金 障害等級第８級から第14級 

障害特別支給金    【 189 頁】 

障害特別援護金    【 189 頁】 

障害特別給付金    【 190 頁】 

（障害補償年金前払一時金）【 192 頁】 

 

介護補償       【 203 頁】 

外科後処置      【 245 頁】 

補装具        【 246 頁】 

リハビリテーション  【 246 頁】 

アフターケア     【 246 頁】 

在宅介護を行う介護人の派遣 

           【 264 頁】 

奨学援護金      【 266 頁】 

就労保育援護金    【 268 頁】 

 

再び療養が必要になったとき 

傷病等級に該当するとき 

再発認定の請求【  72 頁】 

注１  内のものについては、一定の要件（障害等級など）があります。 

 ２ （  ）内のものについて支給を受ける場合は、その後に支払われる年金について一定の期

間支給が停止されます。 
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３ 時  効 

補償を受ける権利は、２年間(障害補償及び遺族補償、障害補償年金差額一時金、障害補償年金

前払一時金及び遺族補償年金前払一時金については、５年間)行われないときは、時効によって消

滅することとされています(法第63条、法附則第５条の２～第６条)。ただし、補償を受ける原因と

なった災害について、補償の種類に応じて定められている時効の期間経過前に公務又は通勤による

災害の認定を請求した場合は、基金が当該災害を公務又は通勤による災害と認定したことを当該認

定請求者が知り得た日の翌日が当該補償に係る時効の起算日となります（ただし、その日が補償を

受ける権利が発生した日の以前の日であるときはこの限りではありません。）。なお、傷病補償年

金は職員の請求に基づかず、基金が職権でその支給決定を行うものであり、傷病補償年金を受ける

権利については時効の問題は生じません。 

「補償を受ける権利」とは、補償請求の事由となる災害が発生した場合に、補償の受給権者の要

件に該当する者が基金に対して行う補償の支給決定の請求権です。これに対して、支給決定が行わ

れた補償の給付金の支払を受ける権利については、法第63条の規定の適用はなく、金銭債権の一般

規定である民法の規定が適用されることとなります（民法第167条、民法第169条）。 

また、指定医療機関の基金に対する診療費の請求権は、基金との契約に基づく債権であり、法第

63 条の規定の適用はなく、民法第 170 条の規定により３年の消滅時効となります。 

なお、時効の援用及び中断等については、法上明文の規定はないので、民法の定めるところによる

こととなります（民法第 145 条、民法第 147 条）。 

【注意】民法の規定に基づく債権の消滅時効について 

 「民法の一部を改正する法律」（平成２９年法律第４４号）が平成２９年５月２６日に可決成

立し、同年６月２日に公布されました。施行日は公布の日から起算して３年を超えない範囲内

において政令で定める日ですが、施行後は、現行の職業別の短期消滅時効が廃止され、消滅時

効の期間が統一化（債権者が権利を行使できることを知った日から５年）されます。 

  

 

４ 損害賠償との調整等 

⑴ 地方公共団体が国家賠償法（以下「国賠法」という。）、民法その他の法律による損害賠償の責

めに任ずる場合で、基金が法の定める補償を行ったときは、その補償の事由と同一の事由につい

ては、当該地方公共団体は、当該補償の価額の限度で、その損害賠償の責めを免れます。 

また、補償を受けるべき者が、当該補償の事由と同一の事由について、当該地方公共団体から国

賠法、民法その他の法律による損害賠償を受けたときは、基金は、その価額の限度で、補償の義務

を免れます(法第 58 条)。 

⑵ 補償の原因となった災害が第三者(被災職員及び当該職員の所属する地方公共団体並びに基金

以外のものをいう。以下同じ。)の行為によって生じた場合で、基金が第三者の損害賠償に先行し

て補償を行ったときは、基金は、その価額の限度で、補償を受けた者が第三者に対して有する損害

賠償請求権を取得します。 

また、補償を受けるべき者が、第三者から当該補償の事由と同一の事由について損害賠償を受

けたときは、基金は、その価額の限度で、補償の義務を免れます(法第 59 条)。 
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５ 不服申立て等 

⑴  補償に関する決定に対する不服申立て 

① 概要 

支部長は、被災職員等からの補償の請求に基づき、その内容を十分検討した上で、補償の請

求の原因である災害が公務又は通勤により生じたものであるかどうかの認定を行い、各種補償

の支給決定を行う（傷病補償年金については、請求によらず支部長が職権で行う。）が、被災

職員等の側からこれをみたとき、支部長の決定について納得できないという場合が考えられ、

このような場合に被災職員が迅速かつ公正な手続きによって権利利益の救済が図れるよう、法

は、不服申立ての制度を設けています（法第51条）。 

② 不服申立ての対象となる処分 

不服申立ての対象となる処分は、支部長が行う補償に関する決定であって、具体的には、公務

外の災害の認定、通勤災害非該当の認定、各種補償の不支給の決定、補償の受給権者の決定等で

す。なお、福祉事業の決定や治ゆ認定は、ここでいう不服申立ての対象とはなりませんが、 

 福祉事業の決定については、その決定を行った支部長に対して、不服の申出をすることができ 

 ます。 

③ 不服申立ての手続 

不服申立ての手続等は、次のとおりですが、不服申立ての手続及び裁決の効力については、行

審法の規定によります。なお、行審法は平成 28 年４月１日に全部改正されており、以下の記述

は平成 28 年４月１日以降に処分があったものに係るものであり、それより前に処分があったも

のについては、なお従前の例によるものです。 

ア 支部長が行った補償に関する決定に不服がある者は、決定があったことを知った日の翌日 

 から起算して３か月以内に支部審査会に対して審査請求をすることができます。 

イ 支部審査会は、審査請求があったときは、これを審査の上、裁決を行い、裁決書の謄本を 

 請求人に送達します。 

ウ 支部審査会の裁決に対して不服がある者は、 

（ア） その裁決があったことを知った日の翌日から起算して１か月以内に審査会に対して再

審査請求 

（イ） 裁決があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内に裁判所に対して取消し

の訴え 

 をすることができます。 

     なお、審査請求をしている者は、審査請求をした日の翌日から起算して３か月を経過して

も支部審査会による裁決がないときは、支部審査会が審査請求を棄却したものとみなして、

再審査請求をすることができます。 

     また、行訴法第８条第２項第１号の規定により、審査請求があった日から３か月を経過し

ても裁決がないときは、取消しの訴えを提起することができます。 

④ 審査会の裁決を経てもなお不服がある場合 

審査会の裁決を経てもなお不服がある者は、行訴法の定めるところにより、審査会の裁決が 

   あったことを知った日から６か月以内であれば裁判所に対して取消しの訴えを提起することが

できます。 

        また、再審査請求をした場合には、審査会の裁決を経る前にも同様に、取消しの訴えを提起す
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ることができます。 

    なお、支部長が行った補償に関する決定やその執行又は手続の続行により生じる著しい損害

を避けるための緊急の必要があるときその他支部審査会の裁決を経ないことにつき正当な理由

があるときは、裁決を経ずに処分の取消しの訴えを提起することができます。 

⑤ 裁決の効力 

支部審査会又は審査会の行った裁決は、支部長を拘束します。したがって、裁決によって原処

分が取り消された場合、支部長は、裁決の趣旨に従って、改めて補償に対する決定をすること

になります。 

 

⑵ 福祉事業の決定に対する不服の申出 

福祉事業は、被災職員等からの申請に基づき、支部長がこれを承認するかどうかを通知して実

施することとされています(規則第 40 条、定款第 20 条～第 22 条、業務規程第４条第２項)。 

この支部長の決定は、福祉事業が補償のように法定の権利として認められていないものである

ため、これを行政処分とみることはできないものとされています。したがって、福祉事業の決定に

不服がある場合には、前述の本部審査会又は支部審査会が扱う基金又は支部長が行った「補償に

関する決定」と異なり、本部審査会又は支部審査会に対して不服を申し立てることはできません

（P.330 参照）。 

そこで、支部長が行った福祉事業に関する決定に不服がある場合には、被災職員等は当該「支部

長」に対し、「不服の申出」を行うことになります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




